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特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤による

c型肝炎感染被害者を救済するためo1給付金の支給に関する

特別措置法に基づく給付金の支給等について
く講求書及び診断書の様式は.三ら皇をご参照くださいo I

1.給付金の支給事務等

r特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝固第DE因子製剤によるC撃肝炎感
染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法Jに基づき,給
付に係る支給事務等を独立行政法人医薬品医療機器総合機構で行います.

2,給付金く追加給付金1請求のできる方

次のく1I.ぐ21のいずれも満たす方が対象となりますo

くIl下記3に掲げる対象製剤の投与を受けたことによりc型肝炎ウイルスに感
染された方

く21裁判所において,和解ー調停が成立するl判決が確定するなどによりlく11
の者であると認定された本人または相続人く既に治癒した方及ぴ母子惑染に
よって感染した方も対象となりますo l

く注l製剤投与の事実l因果関係の有無l症状は裁判所で認定しますo

3.対象梨剤

く
1 14寺定フイブリノゲン製剤

く乾燥人フイブリノゲンのみを有効成分とする製剤のうち1以下のものl
製 品 名 承 認 年 月 日 備 考

フイブリノーゲン-BBank 昭和39年6月9日

フイブリノーゲンーミドリ 昭和39年10月24日

フイブリノゲンーミドリ 昭和51年4月30日

フイブリノゲンHT-ミドリ 昭和62年4月30日 ウイルスを不活化するた

めに加熟処埋Ol,31を行っ

たものに限る.

く21特定血液凝固第耽因子製剤

く乾燥人血夜掛醐を有効成分とする鮮ゆうちI以下のものl
製 品 名 蘇.認 年 月 日 備

p-psB一ニチヤク 昭和47年4月22日

コ-ナイン 昭和47年4月22日 く輸入l

ケノスマシン 昭和51年12月27日

クリスマシンーHT 昭知60年12月17日 く輸入J ウイルスを不活化するため

に加熟処理のみを行ったも
のに限るo


